
令和元年６月１９日 

江 東 図 書 館 

 

 

 

江東区立図書館条例の一部を改正する条例について 

 

令和２年４月１日より東陽図書館、東雲図書館、城東図書館、東大島図書館に指定管理者

制度を導入することに伴い、江東区立図書館条例を一部改正する。 

 

１ 改正の概要 

○指定管理者制度導入館の開館時間及び休館日の変更 

 

２ 開館時間及び休館日の変更内容 

【現行】 

館名 開館時間 休館日 

東陽図書館 

東雲図書館 

城東図書館 

東大島図書館 

午前９時～午後８時 

（日曜日、休日及び１２月

２８日は、午後５時まで） 

○月曜日 

※休日の場合は、その日以降直近の休日で

ない日 

○年末年始（１２月２９日～１月３日） 

○館内整理日（毎月第３金曜日、１月４日） 

※第３金曜日が休日の場合は第３木曜日 

○特別整理期間 

 

【改正後】 

館名 開館時間 休館日 

東雲図書館 

東大島図書館 

（江東図書館） 

（深川図書館） 

（亀戸図書館）    

午前９時～午後８時 

（日曜日、休日及び１２月

２８日は、午後７時まで） 

○年末年始（１２月２９日～１月３日） 

○館内整理日（毎月第３金曜日、１月４日） 

※第３金曜日が休日の場合は第３木曜日 

○特別整理期間 

東陽図書館 

城東図書館 

（豊洲図書館） 

午前９時～午後９時 

（日曜日、休日及び１２月

２８日は、午後７時まで） 

（古石場図書館） 

（砂町図書館） 

午前９時～午後８時 

（日曜日、休日及び１２月

２８日は、午後７時まで） 

○毎月第１月曜日及び第３月曜日（休日に当

たる場合を除く） 

○年末年始（１２月２９日～１月３日） 

○館内整理日（毎月第３金曜日、１月４日） 

※第３金曜日が休日の場合は第３木曜日 

○特別整理期間 

＊括弧内の図書館は、今回の条例改正による開館時間及び休館日の変更はありません。 
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江東区立図書館条例 新旧対照表 現行 改正案 第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 名称 開館時間 休館日 江東区立江東図書館 江東区立深川図書館 
 

 

 江東区立亀戸図書館 
午 前 ９ 時か ら 午 後８ 時 ま で（日曜日、休 日 及 び１ ２ 月 ２８日は、午後 ７ 時 まで） 

１ 年始（１月１日から同月３日までをいう。以下同じ。） ２ 年末（１２月２９日から同月３１日までをいう。以下同じ。） ３ 館内整理日（毎月第３金曜日（休日に当たる場合は、その月の第３木曜日）及び１月４日をいう。以下同じ。） ４ 特別整理期間 
 

 

 江東区立豊洲図書館 
 

 

 

午 前 ９ 時か ら 午 後９ 時 ま で（日曜日、休 日 及 び１ ２ 月 ２８日は、午後 ７ 時 まで） 
１ 年始 ２ 年末 ３ 館内整理日 ４ 特別整理期間 

江東区立古石場図書館 江東区立砂町図書館 午 前 ９ 時か ら 午 後８ 時 ま で（日曜日、休 日 及 び１ ２ 月 ２８日は、午後 ７ 時 まで） 
１ 毎月第１月曜日及び第３月曜日（休日に当たる場合を除く。） ２ 年始 ３ 年末 ４ 館内整理日 ５ 特別整理期間 江東区立東陽図書館 江東区立東雲図書館 江東区立 城東図書館 江東区立東大島図書館 

午 前 ９ 時か ら 午 後８ 時 ま で（日曜日、休 日 及 び１ ２ 月 ２８日は、午後 ５ 時 まで） 
１ 月曜日（休日に当たる場合は、その日後における直近の休日でない日） ２ 年始 ３ 年末 ４ 館内整理日 ５ 特別整理期間 

 

名称 開館時間 休館日 江東区立江東図書館 江東区立深川図書館 江東区立東雲図書館 江東区立亀戸図書館 江東区立東大島図書館 
午 前 ９ 時か ら 午 後８ 時 ま で（日曜日、休 日 及 び１ ２ 月 ２８日は、午後 ７ 時 まで） 

１ 年始（１月１日から同月３日までをいう。以下同じ。） ２ 年末（１２月２９日から同月３１日までをいう。以下同じ。） ３ 館内整理日（毎月第３金曜日（休日に当たる場合は、その月の第３木曜日）及び１月４日をいう。以下同じ。） ４ 特別整理期間 江東区立東陽図書館 江東区立豊洲図書館 江東区立城東図書館 
午 前 ９ 時か ら 午 後９ 時 ま で（日曜日、休 日 及 び１ ２ 月 ２８日は、午後 ７ 時 まで） 

１ 年始 ２ 年末 ３ 館内整理日 ４ 特別整理期間 
江東区立古石場図書館 江東区立砂町図書館 午 前 ９ 時か ら 午 後８ 時 ま で（日曜日、休 日 及 び１ ２ 月 ２８日は、午後 ７ 時 まで） 

１ 毎月第１月曜日及び第３月曜日（休日に当たる場合を除く。） ２ 年始 ３ 年末 ４ 館内整理日 ５ 特別整理期間 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （略） （略） 
 附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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